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令和８年度 プロジェクトマネジメント業務委託 

仕様書 

 

１．業務名 

令和８年度 プロジェクトマネジメント業務委託 

 

２．契約履行期間 

契約締結日から令和９年３月３１日（水）まで 

 

３．業務の目的等 

ひたちなかネットワークシステムを通じて，多様な参画団体が主体的に関わり合い，持続的

にプロジェクトが生まれる仕組みを構築し，産学官金言共創による新たなまちの価値を創出す

るため，事業全体の必要な支援を行う。 

 

４．業務内容 

（1）事業全体の企画・推進に係る包括的な支援 

事務局補佐として，会議体への参加・運営，活動計画の整理，進捗管理，関係者間の調整，

課題整理・改善提案を打ち合わせ等でサポートする。打ち合わせ等の情報共有は月１回程度以

上とする。 

（2）多業種での対話の場の創設 

ひたちなかネットワークシステム参画団体でイノベーションを生み出すため，相互理解や課

題解決，アセット等を共有することを目的として，多業種による対話の場を中心としたワーク

ショップを開催する。事務局と連携してプログラムの設定や進行等を決定し，実施回数は１回

程度とする。 

（3）次年度に向けた進言・提案 

打ち合わせ等を踏まえ，事務局が検討する次年度の事業に関する進言・提案を行う。 

（4）その他 

  その他，目的達成に資する取組を実施すること。 

 

５．実施スケジュール 

４－（１）～（４）に規定する業務内容を契約履行期間内に実施し，完了すること。なお，

各業務の実施時期については，ひたちなかネットワークシステムと受託者が協議の上決定する

ものとする。 

 

６．個人情報の取扱い 

受託者は，本業務の実施に伴い取扱う個人情報について，ひたちなか市個人情報保護条例

（平成１７年条例第２号）を遵守するものとする。 
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７．成果品 

（1）受託者は，次の成果品をひたちなかネットワークシステムに提出すること。 

・実施報告書（紙媒体２部及び電子データ） 

※電子データは，CD-ROMやUSBメモリースティック等の電子媒体で提出すること。 

 

８．成果品の権利関係 

（1） 本業務の履行における成果品の所有権は，全てひたちなかネットワークシステムに帰属す

るものとする。 

（2） 成果品が著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２条第１項第１号に規定する著作物（以

下「著作物」という。）に該当する場合には，受注者は当該著作物に係る受注者の著作権

（同法第２７条及び第２８条に規定する権利を含む）を当該著作物の引渡し時に，ひたちな

かネットワークシステムに無償で譲渡するものとする。この場合において，受注者は，当該

著作権の譲渡以降，著作者人格権を行使しないものとする。 

 

９．留意事項 

（1） 本仕様書に基づく作業に関し，第三者の肖像権，所有権，著作権を侵さないこと。また，

第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合は，当該紛争の原因が専らひた

ちなかネットワークシステムの責めに帰す場合を除き，受託者の責任，負担において一切を

処理すること。この場合，ひたちなかネットワークシステムは係る紛争等の事実を知ったと

きは，受注者に通知し，必要な範囲で訴訟上の防衛を責任者に委ねる等の協力措置を講じる

ことができるものとする。 

（2） 本業務の遂行にあたり，受託者は，契約履行期間内及び履行期間の満了後において，業務

上知りえた情報を第三者に漏えいしてはならない。また，業務の過程において第三者に情報

の漏えいが無いよう，十分な対策を講じる義務を負うものとする。 

（3） 受託者の責任に帰すべき理由により，ひたちなかネットワークシステム又は第三者に損害

を与えた場合には，受託者がその損害を賠償することとする。 

（4） 受託者は本業務の一部又は全部を第三者に委託し，又は請け負わせることはできない。た

だし，あらかじめひたちなかネットワークシステムの承認を受けた場合を除く。 

（5） 本仕様書について疑義が生じた場合又は定めのない事項や細部の業務内容については，都

度ひたちなかネットワークシステムと協議すること。 


